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５－３ 災害時要援護者における連携体制の確立
○ 内閣府及び消防庁が作成する「災害時要援護者の避
難支援ガイドライン」に基づき、「災害時要援護者支援
者マニュアル」を策定し、災害時要援護者への支援に係
る体制整備を進める。
○ 平成２５年６月の一部改正により、「避難行動要支
援者名簿」の作成が市の義務である旨、「災害対策基本
法」に規定された。そのため、現行の体制の精査を進め
るとともに、別に計画等を定め、法の趣旨に則った運用
を図ることができるよう、整備を進めるものとする。
（資料　「災害時要援護者支援者マニュアル」）

５－３ 災害時要援護者における連携体制の確立
○ 内閣府及び消防庁が定める「避難行動要支援者の避
難行動支援に関する取組指針」を踏まえ、現在、「災害
時要援護者支援者マニュアル」に基づき整備している
「災害時要援護者対策事業」について、精査を進める。
（資料　「災害時要援護者支援者マニュアル」）
○ 「災害時要援護者対策事業」を実施するにあたり用
いる用語を、次のとおり整理する。
※【災害時要援護者対策事業に係る用語の整理】を挿
入

○ 「災害時要援護者対策事業」の概要については次の
とおりであるが、「災害対策基本法」の規定等を踏ま
え、適切な見直しを検討し、より多くの市民を救うこと
ができる体制となるよう努める。

2 2 2 49

（１） 地域における安全体制の推進
○ 寝たきりの高齢者や身体障害者等の災害時要援護者
の安全確保については、市、防災機関及び自主防災組織
や地域住民による協力、連携の体制を平常時から確立し
ておくことが必要である。
① 近隣あるいは地域住民との日常的なふれあいを基盤
とした地域協力体制づくりの推進を図る。
② 防災行動力の向上のための地域住民が主体となった
合同防災訓練を実施する。

（１）避難支援等関係者となる者
○ 次の関係機関等を指定する。
・自治会
・自主防災組織
・民生委員
・社会福祉協議会
・府中市消防団
・府中消防署
・府中警察署
・地域包括支援センター
・地域生活支援センター

主な修正事項について

別紙３
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（２） 情報の共有化
○ 災害時要援護者の救出及び避難誘導に関して、「災
害対策基本法」第９０条の４の規定に基づき関係機関と
の情報の共有化を図るものとする。情報の共有化にあ
たっては、担当者間において事前に協議を行い、共有方
法等について検討を行うものとする。

（２）災害時要援護者名簿に登録する者の範囲
○ 災害時要援護者で、かつ（１）で示す自治会などへ
個人情報を提供することに同意し、次のいずれかに該当
する市民（以下「名簿登録者」という。）を登録する。
・７５歳以上の高齢者のみで構成される世帯
・介護認定で要介護３～５の市民
・身体障害者手帳１～３級の肢体不自由、１・２級の視
覚障害のある市民
・精神障害者保健福祉手帳１～３級、愛の手帳１～３度
をお持ちの市民のみで構成される世帯
・高齢者や障害のある市民で、日中は家族が不在で１人
になるなど、上記と同様の状況にあると認められる者

4 2 2 49

（追記） （３）名簿作成に必要な個人情報及びその入手方法
○ 個人情報
氏名、住所、電話番号、生年月日、性別、対象要件、加
入自治会名
○ 入手方法
「府中市災害時要援護者名簿登録届（兼）救急災害医療
情報キット申込書」に基づき、市が「災害時要援護者名
簿」を作成する。
【自治会に加入している市民の名簿】
それぞれの加入自治会に提供され、自治会と名簿登録者
本人が相談して、災害時要援護者支援者又はグループを
決定する。
【自治会未加入の市民の名簿】
民生委員に提供され、民生委員と名簿登録者本人が相談
して、災害時要援護者支援者又はグループを決定する。

5 2 2 49

（追記） （４）名簿の更新に関する事項
○ 名簿の更新は、原則、１年に１回、毎年１２月に実
施する。
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（追記） （５）名簿情報の保護
○ 情報の提供にあたり、個人情報の保護と拡散防止の
ため、市と提供先との間で個人情報の保護に係る協定を
締結する。
○ 名簿の管理・保管は、（１）で示す自治会などの中
で限られた者で行い、個人情報の拡散防止に努める。
○ 名簿の複製は禁止とする。

7 2 2 49

（追記） （６）災害時要援護者支援者の責任・安全確保等
○ 災害により、災害時要援護者支援者自身に不測の事
態が生じる場合があるため、あくまで本支援は善意と協
力によるものであり、万が一支援することが不可能と
なった場合においても一切責任が問われることはないも
のとする。
○ 災害時要援護者支援者は、まずは自身と家族等の身
の安全の確保に努めるものとし、可能な範囲で名簿登録
者へ支援を行うものとする。

8 2 2 49

（追記） （７）救急災害医療情報キット
○ 名簿登録者に「救急災害医療情報キット」を配付す
る。なお名簿登録をしない市民でも、「災害時要援護者
名簿」の登録要件を満たす市民に対しては希望により
キットを配付する。
○ 名簿登録者は、医療情報や緊急連絡先などを記載し
た「救急医療情報提供書」をキットに入れて自宅に保管
する。
○ 災害発生時には、避難支援等関係者が名簿登録者の
安否を確認し、キットをもって避難場所に避難する。
○ キットは、災害発生時だけではなく救急時にも活用
可能とする。

※キット写真を挿入
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(３)社会福祉施設等の安全対策
○ 施設と周辺地域の事業所、自治会等との間及び施設
相互間の災害時応援協定等の締結促進を図る。
○ 各施設の自衛消防訓練等の機会を捉え、使用実態に
沿った適切な避難行動が習得できる訓練内容の充実指導
を図る。

(８)社会福祉施設等の安全対策
○ 施設と周辺地域の事業所、自治会等との間及び施設
相互間の災害時応援協定等の締結促進を図る。
○ 各施設の自衛消防訓練等の機会を捉え、使用実態に
沿った適切な避難行動が習得できる訓練内容の充実指導
を図る。

２.府中市消防団関係

部 章
該当
ページ

修正前 修正後

10 2 2 42

３－１ 消防団員とは
○ 消防団員は、「地方公務員法」に定める非常勤特別
職地方公務員としての身分を有しており、全体の奉仕者
として厳格な規律にのっとって活動している。また、地
域を誰よりもよく知り、防災の訓練も十分積んでいるこ
とから、消防団員は地域の防災リーダーとしての役割も
担っている。

３－１ 消防団 員とは
○ 消防団は、常備の消防組織である消防署と異なり、
非常備の消防組織で、一般市民として本業に就いている
消防団員で構成されている。
○ 消防団員は、火災や災害などが発生した場合は招集
がかかり、消防署と連携して消防活動を実施する。ま
た、平常時には消火活動や災害救助等に必要な訓練を行
うとともに、防災関係の広報活動なども行っている。消
防団員は地域を知るとともに訓練を充分積んでいること
から、地域の防災リーダーとしての役割を担っている。

11 2 2 42

３－２ 府中市消防団の組織
○ 府中市消防団は、団長１名・副団長６名からなる
「消防団本部」と、市内全域を分けた１８個の「分団」
で構成されており、総定員数４２０名で活動している。
消防団本部に指揮車１台、活動車１台、作業用車両１
台、各分団に消防ポンプ車を１台ずつ保有しているほ
か、東西１台ずつ計２台の照明電源車を備えており、夜
間の消防活動に対しても万全の体制を整えている。

３－２ 府中市消防団の組織
○ 府中市消防団は、団長１名・副団長６名からなる
「消防団本部」と、市内全域を分けた１８個の「分団」
で構成されており、総定員数４２０名で活動している。
消防団本部に指揮車１台、活動車１台、作業用車両１
台、各分団に消防ポンプ車を１台ずつ保有しているほ
か、東西１台ずつ計２台の照明電源車を備えており、夜
間の消防活動に対しても万全の体制を整えている。

※消防団の警戒担当割地図を挿入
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３－３ 府中市消防団の役割
○ 府中市消防団は、常備消防や行政機関と自主防災組
織、地域住民との間をつなぐ存在であり、公助を担う消
防機関であるとともに、地域における共助活動の中心的
存在でもある。
○ 消防団員がより意欲的かつ効果的に活動できるよ
う、活動しやすい環境や資器材の整備等、消防団の活動
を支援し、その体制の強化を推進する。

３－３ 府中市消防団の役割
○ 府中市消防団は、常備消防や行政機関と自主防災組
織、地域住民との間をつなぐ存在であり、「公助」を担
う消防機関であるとともに、地域における「共助」活動
の中心的存在でもある。
 ○  消 防 団 員 が よ り 意 欲 的 か つ 効 果 的 に 活 動 で き る よ
 う 、 活 動 し や す い 環 境 や 資 器 材 の 整 備 等 、 消 防 団 の 活 動
 を支援し、その体制の強化を推進する。

13 2 2 43

３－４ 詳細な取組内容
○ 市及び府中市消防団は、消防団の存在と活動を知っ
てもらうための広報を積極的に展開し、入団促進を図
る。
○ 震災時の火災対応や救助活動を実施するため、消防
団活動の拠点となる防災センターの整備をはじめ、活動
に必要な資器材や消防車両等を整備する。
○ 各種資器材を活用して地域特性に応じた内容の活動
訓練を実施し、災害活動能力及び安全管理能力の向上を
図る。
○ 応急手当普及員（※）を養成し、消防団員の応急救
護技能の向上を図る。
○ 新入団員への入団教育を充実し、災害活動技能の早
期習得を図る。
○ 消防団員が有している重機操作、自動車等運転の各
種資格を震災等の大規模災害時に有効に活用できる体制
を整備する。
○ 消防団の活動等に係る自主学習用教材を配付する
等、団員の生活に配慮した訓練方法や訓練時間の工夫を
推進し、団員の仕事や家庭との両立を図る。
○ 地域住民等に対する防火防災教育訓練を通じて消防
団と地域住民との連携を強化し、地域の防災力の向上を
図る。

３－４ 詳細な取組内容
【入団促進】
○ 市及び府中市消防団は、消防団の存在と活動を知っ
てもらうための広報を積極的に展開し、入団促進を図
る。
【活動環境の整備】
○ 市は、震災時の火災対応や救助活動等、消防団活動
の拠点となる防災センターを整備する。
○ 市は、消防団員がより意欲的かつ効果的に活動でき
るよう、活動しやすい環境や資器材の整備等、消防団の
活動を支援し、その体制の強化を推進する。
○ 市は、消防団の活動等に係る自主学習用教材を配布
する等、団員の生活に配慮した訓練方法や訓練時間の工
夫を推進し、団員の仕事や家庭との両立を図る。
【活動能力の向上】
○ 市及び府中市消防団は、各種資器材を活用して地域
特性に応じた内容の活動訓練を実施し、災害活動能力及
び安全管理能力の向上を図る。
○ 市は、応急手当普及員（※）を養成し、消防団員の
応急救護技能の向上を図る。また新入団員への入団教育
を充実し、災害活動技能の早期習得を図る。
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２－２ 府中市消防団
○ 府中市消防団は、次の事項を実施する。
① 府中消防署と連携した消火活動
② 地域住民との協働による救助活動、応急救護活動
③ 災害情報の収集・伝達活動
④ 住民指導、避難勧告・指示の伝達、避難者の安全確
保等

２－２ 府中市消防団
 ○ 府中市消防団は、次の事項を実施する。
 ① 府中消防署と連携した消火活動
 ② 地域住民との協働による救助活動、応急救護活動
 ③ 災害情報の収集・伝達活動
④  住 民 指 導 、 避 難 勧 告 ・ 指 示 の 伝 達 、 避 難 者 の 安 全 確
 保等

○ 府中市消防団は、発災と同時に付近の住民に対して
出火防止と初期消火の呼びかけを行う。
○ 災害の初期対応を行うとともに、消防活動上必要な
情報や被災状況の情報収集を行い、携帯無線機等を活用
し、消防団本部等に伝達する。
○ 同時多発火災の拡大防止を図るため、府中消防署と
の連携を一層強化し、分団が受け持つ警戒区域内の建物
等の消火活動及び避難道路防護活動を消防団独自に、又
は消防隊と連携して行う。
○ 府中消防署の消防隊応援要員として消火活動等の応
援をするとともに、活動障害排除等の活動を行う。
○ 救助器具等を活用し、地域住民との協働による救助
活動を行うとともに、負傷者に対する応急措置を行い、
安全な場所へ搬送を行う。
○ 避難勧告、指示等が出された場合は、これを地域住
民に伝達すると同時に、関係機関と連絡をとりながら、
地域住民の避難誘導、避難者の安全確保及び避難場所の
防護活動を行う。
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（追記） ６ 災害時応援協定の締結
○ 市は、市をはじめとする機関が担う「公助」の限界
について、協力・補完体制を構築するため、他市町村及
び防災関係機関、その他団体等との間で災害時応援協定
を締結し、発災時において、迅速な応援協力を得ること
ができる体制を構築する。
○ 協定締結先の選定については、「府中市地域防災計
画（震災編）」に規定する市の応急対策業務のうち、市
だけでは体制構築が不十分な業務、また、専門性が高
く、市以外の団体の協力を得ることで、より高い効果が
期待できる業務について、検討するものとする。
○ 市は、平常時から災害時応援協定の締結先との連携
を密にし、効果的な応援協力を得られるよう努める。
（資料　「災害時応援協定一覧」）
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